
第三次宮津市子どもの読書活動推進計画（中間案）について 

 

 
議 員 全 員 協 議 会 

令和７年 12月 24日 

教育委員会事務局 

 

現在の「第二次宮津市子どもの読書活動推進計画」（平成 28年 3月策定）が令和 7

年度末で期間満了となることから、「第三次宮津市子どもの読書活動推進計画」を策

定するものです。 

子どもと本との出会いの場を整え、子どもの自主的な読書活動を高めていくための

基本的指針として、家庭、学校、地域社会が連携・協働し、子どもの読書活動推進に

関する取り組みを進めていきます。 

 

【策定の趣旨】 

子どもの読書活動は、「言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かな

ものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないもの」

（子どもの読書活動の推進に関する法律）であり、社会全体でその推進を図るもので

す。 

 

【計画の推進方策】 

 第三次推進計画では、第二次推進計画の考えを受け継ぎ、子どもの発達段階に応

じ、社会全体が効果的に連携し、読書活動を高めていくため、４つの推進方策により

取り組みを進めていきます。 

 １ 家庭における読書活動の推進 

２ 学校等における読書活動の推進 

３ 地域社会における読書活動の推進 

４ 効果的な読書活動の推進 

 

【計画の期間】 

令和８年度～令和 12年度 

 

【今後のスケジュール（案）】 

 令和８年 1月中旬～２月上旬  パブリックコメントの募集 

     ３月上旬       宮津市図書館協議会において最終案の審議 

     ３月下旬      「第三次宮津市子どもの読書活動推進計画」策定 
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